
 

 

 

しまつのこころ条例の構成と主な記載事項 

 

前文 

 ○理念（持続可能な都市としての発展に、循環型社会の形成等が不可欠）。 

第１章 総則（第１～６条） 

 ○条例の目的（廃棄物の減量、廃棄物の適正な処理、生活環境の清潔の保持） 

○本市、事業者、市民、滞在者（通勤者、通学生、観光旅行者等）の責務 

第２章 廃棄物の減量（第７～２８条） 

 第１節 基本的施策（第７～９条） 

  ○廃棄物の減量に関する本市、事業者、市民の基本的な取組 

 第２節 個別の分野における廃棄物の発生抑制等（第１０～１９条） 

  ○製造、小売、飲食、イベント主催者、ホテル・旅館、大学、共同住宅の事業

者等の２Ｒと分別・リサイクルに関する実施義務及び努力義務 

○事業者等の実施義務に対応する市民等の努力義務 

○小売、飲食、ホテル・旅館、大学の実施義務・努力義務に関する報告書制度

（２Ｒ取組等事業者報告書制度） 

○市民モニター、２Ｒと分別・リサイクルに関する顕彰制度 

 第３節 事業用大規模建築物等における廃棄物の発生抑制等（第２０～２８条） 

  ○事業用大規模建築物減量計画書制度、廃棄物管理責任者の設置等 

○特定食品関連事業者減量計画書制度 

第３章 廃棄物の適正な処理（第２９～４１条） 

 第１節 廃棄物の処理に関する基準（第２９～３６条） 

  ○一般廃棄物処理計画の告示、排出禁止物、事業者の処理責任等 

 第２節 廃棄物の徹底した分別の推進（第３７～４１条） 

  ○本市の分別促進に係る責務、事業者、市民の分別の実施義務 

○分別違反に係る調査の実施・勧告等、持去りの禁止 

第４章 生活環境の清潔の保持（第４２・４３条） 

 ○生活環境の清潔の保持、公共の場所等の清潔の保持 

第５章 生活環境影響調査書の縦覧等（第４４～４８条） 

 ○一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査書の縦覧等 

第６章 廃棄物減量等推進審議会及び廃棄物減量等推進員（第４９～５２条） 

 ○廃棄物減量等推進審議会の設置等、廃棄物減量等推進員の委嘱 

第７章 手数料等（第５３～５５条） 

 ○一般廃棄物の収集、運搬、及び処分に係る手数料等の徴収 

第８章 雑則（第５６～５８条） 

 ○廃棄物の処理に関する必要な報告の徴収等 

※ 網掛けは、平成２７年度における主な改正個所（新設等）。 
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